
京  都  大  学  学  術  情  報  メ  デ  ィ  ア  セ  ン  タ  ー  利  用  規  程  新  旧  対  照  表 

改    正    前 改    正    後 

第１条 京都大学学術情報メディアセンター（以下「セ

ンター」という。）が管理運営する全国共同利用の

スーパーコンピュータシステム及び汎用コンピュー

タシステム（以下「大型計算機システム」という。）

の利用に関し必要な事項については、この規程の定

めるところによる。 

（後 略） 

 

 

第１条 京都大学学術情報メディアセンター（以下「セ

ンター」という。）が管理運営する全国共同利用の

スーパーコンピュータシステム及びアカデミックク

ラウドシステム（以下「大型計算機システム」とい

う。）の利用に関し必要な事項については、この規

程の定めるところによる。 

 

附 則 

この規程は、令和３年９月１日から施行する。 

 


